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(57)【要約】
【課題】機器への着信通信を制限、選別、又はスクリー
ニングする通信管理のシステム、方法、アプリケーショ
ン、又は機能を提供する。
【解決手段】着信通信をスクリーニングするための方法
（４０）は、通信機器又は受信者向けの着信通信を受信
するステップ（４２）と、通信の送信者及び電子メール
を含む通信タイプを識別するステップ（４８）と、を含
む。この方法は、送信者及び通信タイプに基づいてスク
リーニングの設定を識別するステップ（５０）と、識別
された設定に従って通信が許可されるかどうかを決定す
るステップ（５２）と、も含む。さらに、この方法は、
通信が許可されれば、通信を受信者に通知するステップ
（５４）を含む。加えて、この方法は、通信が許可され
なければ、受信者に通知することなく通信を処理するス
テップ（５６）を含む。
【選択図】図２



(2) JP 2013-511898 A 2013.4.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着信通信をスクリーニングするための方法であって、
　受信者の通信機器向けの着信通信を受信するステップと、
　前記通信の送信者及び電子メールを含む通信タイプを識別するステップと、
　前記送信者及び前記通信タイプに基づいてスクリーニングの設定を識別するステップと
、
　識別された設定に従って前記通信が許可されるかどうかを決定するステップと、
　前記通信が許可されれば、前記通信を受信者に通知するステップと、
　前記通信が許可されなければ、受信者に通知することなく前記通信を処理するステップ
と、を含む方法。
【請求項２】
　アプリケーションを有効にするステップをさらに含み、
　前記アプリケーションは、
　送信者及び通信タイプを識別するステップと、
　スクリーニングの設定を識別するステップと、
　前記通信が許可されるかどうかを決定するステップと、を行い、
　前記アプリケーションの有効化は、前記着信通信を受信者に通知する既定のモードを迂
回し、
　前記アプリケーションは、許可された又はされない通信の通信記録を表示するステップ
をさらに行う、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アプリケーションは、オンラインソフトウェアストアからダウンロードされ、前記
通信機器に記憶される、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　サービスプロバイダは、
　着信通信を受信するステップと、
　送信者及び通信タイプを識別するステップと、
　スクリーニングの設定を識別するステップと、
　前記通信が許可されるかどうかを決定するステップと、を行う、
　請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記通信タイプは、電話の呼び出し及び携帯メールを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記スクリーニングの設定は、
　許可された通信が受信されるときにディスプレイが行うことを制御する表示の設定と、
　許可された通信が受信されるときに音声の設定を制御する音の設定と、
　どの連絡先が許可されるかを制御する許可される連絡先と、
　許可される通信タイプを制御する設定と、
　前記通信のスクリーニングが自動的に無効にされるまで引き続き有効である期間を制御
する期間の設定と、を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記許可される連絡先は、個々の連絡先及びグループに基づいて選択され得る、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記スクリーニングの設定は、可聴式の又は視覚的なメッセージを用いて一つ以上の許
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可された通信タイプを送信者に通知するオプションを含む、
　請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記期間の設定の期間は、所定の期間に対して電子カレンダに予約が設定され、前記所
定の期間に前記通信のスクリーニングが自動的に有効にされ得る方法で、前記電子カレン
ダと同期を取られ得る、
　請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記期間の設定の期間は、一つ以上のカテゴリにより設定され得、
　前記スクリーニングの設定は、前記通信のスクリーニングが前記期間の設定の期間の満
了前にボタンの有効化により無効にされるのを可能にするために有効にされ得る簡単な終
了オプションをさらに含む、
　請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　前記スクリーニングの設定は、許可された連絡先からの電子メールのスクリーニングを
有効にする電子メールの設定を含み、
　前記電子メールの設定は、ユーザ名及びパスワードを含む、前記受信者の電子メールア
カウントについての情報を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　着信通信をスクリーニングするための、コンピュータ読み取り可能な媒体に記憶された
ソフトウェアシステムであって、
　着信通信を受信する第１のルーチンと、
　前記通信の送信者及び電子メールを含む通信タイプを識別する第２のルーチンと、
　前記送信者及び通信タイプに基づいてスクリーニングの設定を識別する第３のルーチン
と、
　識別された設定に従って前記通信が許可されるかどうかを決定する第４のルーチンと、
　前記通信が許可されれば、前記通信を受信者に通知する第５のルーチンと、
　前記通信が許可されなければ、受信者に通知することなく前記通信を処理する第６のル
ーチンと、を含むソフトウェアシステム。
【請求項１３】
　前記通信タイプは、電話の呼び出し及び携帯メールを含む、
　請求項１２に記載のソフトウェアシステム。
【請求項１４】
　前記スクリーニングの設定は、
　どの連絡先が許可されるかを制御する許可される連絡先と、
　許可される通信タイプを制御する許可される連絡先に対する設定と、
　許可された連絡先からの電子メールのスクリーニングを有効にする電子メールの設定と
、を含む、
　請求項１２に記載のソフトウェアシステム。
【請求項１５】
　前記許可される連絡先は、個々の連絡先及びグループに基づいて選択され得、
　前記スクリーニングの設定は、可聴式の又は視覚的なメッセージを用いて許可された通
信タイプを送信者に通知するオプションを含む、
　請求項１４に記載のソフトウェアシステム。
【請求項１６】
　前記スクリーニングの設定は、
　許可された通信が受信されるときにディスプレイが行うことを制御する表示の設定と、
　許可された通信が受信されるときに音声の設定を制御する音の設定と、
　前記通信のスクリーニングが自動的に無効にされるまで引き続き有効である期間を制御
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する期間の設定と、を含む、
　請求項１２に記載のソフトウェアシステム。
【請求項１７】
　着信通信をスクリーニングするためのシステムであって、
　着信通信を受信する手段と、
　前記通信の送信者及び電子メールを含む通信タイプを識別する手段と、
　前記送信者及び通信タイプに基づいてスクリーニングの設定を識別する手段と、
　識別された設定に従って前記通信が許可されるかどうかを決定する手段と、
　前記通信が許可されれば、前記通信を受信者に通知する手段と、
　前記通信が許可されなければ、受信者に通知することなく前記通信を処理する手段と、
を含むシステム。
【請求項１８】
　前記通信タイプは、電話の呼び出し及び携帯メールを含み、
　前記スクリーニングの設定は、
　どの連絡先が許可されるかを制御する許可される連絡先と、
　許可される通信タイプを制御する許可される連絡先に対する設定と、
　許可された連絡先からの電子メールのスクリーニングを有効にする電子メールの設定と
、を含む、
　請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記許可される連絡先は、個々の連絡先及びグループに基づいて選択され得、
　前記スクリーニングの設定は、可聴式の又は視覚的なメッセージを用いて許可された通
信タイプを送信者に通知するオプションを含む、
　請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記スクリーニングの設定は、
　許可された通信が受信されるときにディスプレイが行うことを制御する表示の設定と、
　許可された通信が受信されるときに音声の設定を制御する音の設定と、
　前記通信のスクリーニングが自動的に無効にされるまで引き続き有効である期間を制御
する期間の設定と、を含む、
　請求項１７に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信管理機能、より詳細には、機器への着信（incoming）通信を制限、選別
、及び／又はスクリーニングするための機能を対象とする。
【背景技術】
【０００２】
　この出願は、２００９年１１月１７日付けで提出された米国仮出願第６１／２６１，９
０２号及び２０１０年５月２０日付けで提出された米国仮出願第６１／３４６，７９０号
の利益を主張する。これらの出願の各々は、全体としてここに参照により組み込まれる。
【０００３】
　電話の呼び出し、携帯メール（text message）、電子メール、インスタントメッセージ
の要求、及び他の電子最新情報等の通信を受信することが可能な機器は、ますます普及し
ている。そのような機器は、非常に様々であり、デスクトップ型コンピュータ、テレビ／
セットトップボックス、据置型ゲーム機等のように、一般に固定されていてもよいし、ス
マートフォン、タブレット型コンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯型ゲーム機、
携帯型メディア機器等のように、容易に携帯可能であってもよい。さらに、そのような機
器は、インターネット、イントラネット、ボイスオーバーインターネットプロトコル（Ｖ
ＯＩＰ）、衛星、３Ｇ、ＳＭＳ、ＭＭＳ、４Ｇ、ＷＩＭＡＸ（登録商標）等の、非常に様
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々な有線又は無線の接続、標準、又はプロトコルを介して通信を受信してもよい。
【０００４】
　一般に、受信者は、着信通信をどのように通知されるかに関して、様々なオプションを
有する。例えば、電話の呼び出しを参照すると、受信者は、機器を、着信通信の可聴式の
、触覚的な、及び／又は視覚的な表示を提供する既定の設定又はモードに設定できる。会
議中、学校の試験中、宗教の儀式中等の所定の状況では、着信通信が中断の原因となるの
を防ぐために、機器を、無音又は振動のみの既定のモードに設定する又はオフにすること
が、一般に礼儀正しい。しかしながら、そのような無音及び振動のモード並びに機器をオ
フにするオプションは、すべての状況で適切であるとは限らない。
【０００５】
　一例となる状況では、一個人であるジョンは、会議に出席するところであるが、応答し
なければならない顧客からの重要な呼び出しを待っている。ジョンは、オンにされている
が振動するように設定された携帯電話を持って会議に参加する。会議が開始してから数分
以内に、ジョンの携帯電話が振動し、彼は重要な顧客の呼び出しであるかどうかを確認す
る。そうではない。ジョンの携帯電話は、会議中に他の呼び出しで断続的に鳴り続ける。
彼は、誰が呼び出しているかを確認するために、電話を絶えず確認している。会議も残り
数分であるが、ジョンは心配している。なぜなら、携帯電話のバッテリはほとんど枯渇し
ているが、重要な顧客の呼び出しはまだないからである。この状況では、振動するように
設定された携帯電話を持っていても、着信通信をスクリーニングできないことが、ひどく
破壊的な状況をもたらしている。
【０００６】
　着信通信を効果的にスクリーニングできないことは、例えば、電話の呼び出し、携帯メ
ール、及び電子メールに加えて、他のタイプの通信が含まれる場合に悪化する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　結果として、上述の欠陥の一つ以上を克服する方法で、機器への着信通信を制限、選別
、又はスクリーニングする通信管理のシステム、方法、アプリケーション、又は機能に対
する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一例によれば、着信通信をスクリーニングするための方法は、受信者の通信機器向けの
着信通信を受信するステップと、通信の送信者及び電子メールを含む通信タイプを識別す
るステップと、を含む。この方法は、送信者及び通信タイプに基づいてスクリーニングの
設定を識別するステップと、識別された設定に従って通信が許可されるかどうかを決定す
るステップと、も含む。さらに、この方法は、通信が許可されれば、通信を受信者に通知
するステップを含む。加えて、この方法は、通信が許可されなければ、受信者に通知する
ことなく通信を処理するステップを含む。
【０００９】
　別の例によれば、着信通信をスクリーニングするための、コンピュータ読み取り可能な
媒体に記憶されたソフトウェアシステムは、着信通信を受信する第１のルーチンと、通信
の送信者及び電子メールを含む通信タイプを識別する第２のルーチンと、を含む。第３の
ルーチンは、送信者及び前記通信タイプに基づいてスクリーニングの設定を識別する。ま
た、第４のルーチンは、識別された設定に従って前記通信が許可されるかどうかを決定す
る。第５のルーチンは、通信が許可されれば、通信を受信者に通知する。第６のルーチン
は、通信が許可されなければ、受信者に通知することなく通信を処理する。
【００１０】
　さらなる例によれば、着信通信をスクリーニングするためのシステムは、着信通信を受
信する手段と、通信の送信者及び電子メールを含む通信タイプを識別する手段と、含む。
このシステムは、送信者及び通信タイプに基づいてスクリーニングの設定を識別する手段
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と、識別された設定に従って通信が許可されるかどうかを決定する手段と、も含む。さら
に、このシステムは、通信が許可されれば、通信を受信者に通知する手段を含む。加えて
、このシステムは、通信が許可されなければ、受信者に通知することなく通信を処理する
手段を含む。
【００１１】
　本発明のこれらの及び他の機能及び利点は、添付の特許請求の範囲と共に、以下の詳細
な説明から明らかである。
【００１２】
　限定されない利益及び利点を含む、本発明の詳細は、以下の詳細な説明及び添付の図面
を検討した後に、当業者により容易に明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】これを介して通信管理機能が実装されてもよい本開示の一実施形態によるシステ
ムのブロック図を示す。
【図２】図１の機器を介して実装されてもよい通信管理プロセスを詳述する一実施形態に
よるフローチャートである。
【図３】通信管理のシステム又はプロセスにより用いられる様々な設定を変更するための
プロセスを詳述する別の実施形態によるフローチャートである。
【図４Ａ】通信管理のシステム又はプロセスにより用いられる設定を変更するために、例
えば、図１の機器上でユーザに表示されてもよいスクリーンショットの限定されない例を
示す。
【図４Ｂ】通信管理のシステム又はプロセスにより用いられる設定を変更するために、例
えば、図１の機器上でユーザに表示されてもよいスクリーンショットの限定されない例を
示す。
【図４Ｃ】通信管理のシステム又はプロセスにより用いられる設定を変更するために、例
えば、図１の機器上でユーザに表示されてもよいスクリーンショットの限定されない例を
示す。
【図４Ｄ】通信管理のシステム又はプロセスにより用いられる設定を変更するために、例
えば、図１の機器上でユーザに表示されてもよいスクリーンショットの限定されない例を
示す。
【図４Ｅ】通信管理のシステム又はプロセスにより用いられる設定を変更するために、例
えば、図１の機器上でユーザに表示されてもよいスクリーンショットの限定されない例を
示す。
【図４Ｆ】通信管理のシステム又はプロセスにより用いられる設定を変更するために、例
えば、図１の機器上でユーザに表示されてもよいスクリーンショットの限定されない例を
示す。
【図４Ｇ】通信管理のシステム又はプロセスにより用いられる設定を変更するために、例
えば、図１の機器上でユーザに表示されてもよいスクリーンショットの限定されない例を
示す。
【図４Ｈ】通信管理のシステム又はプロセスにより用いられる設定を変更するために、例
えば、図１の機器上でユーザに表示されてもよいスクリーンショットの限定されない例を
示す。
【図４Ｉ】通信管理のシステム又はプロセスにより用いられる設定を変更するために、例
えば、図１の機器上でユーザに表示されてもよいスクリーンショットの限定されない例を
示す。
【図４Ｊ】通信管理のシステム又はプロセスにより用いられる設定を変更するために、例
えば、図１の機器上でユーザに表示されてもよいスクリーンショットの限定されない例を
示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　本発明は様々な形式の実施形態が可能である一方で、本開示は本発明の一例にすぎず、
本発明をここに開示される特定の実施形態に限定することを目的としないという理解の下
に、一つ以上の実施形態が図面に示され、以下に説明される。
【００１５】
　図１は、通信を送信及び／又は受信することが可能な、デスクトップ型コンピュータ、
テレビ／セットトップボックス、据置型又は携帯型のゲーム機、スマートフォン、タブレ
ット型コンピュータ、ＰＤＡ、携帯型メディア機器等の、機器１０の典型的なコンポーネ
ントを示す。図１では、機器１０は、メモリ１４に結合されるコントローラ１２、任意の
数の入出力（Ｉ／Ｏ）機器又はコンポーネント１６、及び送信機及び／又は受信機１８を
含む。加えて、機器１０は、機器の様々なコンポーネントに電力を供給する、充電式バッ
テリ又は電気コンセントへの接続等の電源２０を含む。
【００１６】
　限定されない一例では、機器１０は、電話の呼び出し、ショートメッセージサービス（
ＳＭＳ）及びマルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）を用いて送信されるメッ
セージを含む携帯メール、電子メール、インスタントメッセージの要求、ソーシャルネッ
トワーキングサイト、通信社、気象観測所、金融機関、旅行代理店等からの電子最新情報
等の通信を送信及び受信することが可能なスマートフォンである。この例では、コントロ
ーラ１２は、他の動作及び機能の中で、そのような通信の受信及び処理を制御する。メモ
リ１４は、一般にＲＡＭ等の揮発性メモリ並びにＲＯＭ及びフラッシュメモリ等の非揮発
性メモリの両方を含む。メモリ１４は、オペレーティングシステム、ソフトウェアのプロ
グラム又はアプリケーションとして実装されてもよい通信管理システム、通信の受信及び
送信並びにカレンダ、電子メール、ブラウザ、文書処理プログラム、ゲーム等の他の機能
を可能にする他のソフトウェアアプリケーション、機器に送信された通信等のデータを記
憶する。メモリ１４は、電話番号に関連付けられる名前、電子メールアドレス、会社又は
職業の情報、住所等の、発信者又は送信者の識別情報も記憶する。以下により詳細に説明
されるように、送信者のそのような識別情報は、許可される連絡先及び通信を識別するた
めに用いられてもよい。
【００１７】
　さらに、当業者に明らかなように、Ｉ／Ｏ機器１６は、ディスプレイ、スピーカ、マイ
クロフォン、キーパッド、タッチパネル、表示灯、振動モータ等を含んでもよいが、これ
に限定されない。送信機／受信機１８は、インターネット、イントラネット、ボイスオー
バーインターネットプロトコル（ＶＯＩＰ）、衛星、３Ｇ、ＳＭＳ、ＭＭＳ、４Ｇ、ＷＩ
ＭＡＸ（登録商標）等の、公知の有線又は無線の接続、標準、又はプロトコル上で通信を
送信及び受信するための公知のコンポーネントを含む。他の実施形態では、機器１０は、
追加の又はより少ないコンポーネントを含んでもよい。この動作は、当業者に明らかであ
る。
【００１８】
　図１は、機器１０、サービスプロバイダ２２、及び送信者２４の間の一般的なやり取り
をさらに示す。一般に、通信は、他のコマンド及びデータ、例えば、送信者の識別情報と
共に、サービスプロバイダ２２から、又は送信者２４からサービスプロバイダを介して機
器１０に送信され得る。以下により詳細に説明されるように、機器１０及び／又はサービ
スプロバイダ２２は、機器に送信される通信を管理し、機器が着信通信を受信者にどのよ
うに通知するかを制御する機能を実装するように構成されてもよい。
【００１９】
　図２は、カスタマイズ可能なユーザプリファレンスに基づいて着信通信を制限、選別、
及び／又はスクリーニングする機能を提供する通信管理プロセス４０を示す。プロセス４
０は、図１の機器１０のハードウェア及び／又はソフトウェアのコンポーネントにより実
装されてもよい。一例では、プロセス４０の一つ以上の部分が、ユーザにより機器１０に
ダウンロードされ得るソフトウェアのプログラム又はアプリケーションとして実装されて
もよい。例えば、ソフトウェアアプリケーションは、Ａｎｄｒｏｉｄ　Ｍａｒｋｅｔ（登
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録商標）、Ａｐｐｌｅ　Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ（登録商標）、Ｎｏｋｉａ　Ｏｖｉ　Ｓｔｏ
ｒｅ（登録商標）、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ　Ａｐｐ　Ｗｏｒｌｄ（登録商標）、Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ　Ｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ（登録商標）等のオンラインソフトウェアストアで、ユ
ーザダウンロードが可能であってもよい。代替方法として、ソフトウェアプログラムは、
製造業者により機器１０に組み込まれ得る。
【００２０】
　プロセス４０は、通信が機器１０に送信されるブロック４２から開始する。上述のよう
に、通信は、電話の呼び出し、携帯メール、電子メール、又は他のタイプの電子情報でも
よい。ブロック４２に続き、制御は、ブロック４４に移行する。このブロックは、通信管
理スクリーニング機能が有効であるかどうかを決定する。有効でなければ、制御は、ブロ
ック４６に移行する。機器１０は、既定の設定又はモードに従って通信を受信者に通知す
る。例えば、機器は、可聴既定モードに設定されてもよい。このモードは、可聴音及び／
又は振動を用いて受信者に通知し、送信者の利用可能な識別情報を表示する。別の例では
、機器は、無音既定モードに設定されてもよい。このモードは、振動及び／又は識別情報
の表示のみを用いて受信者に通知する。受信者は、通信を通知された後に、通信に応答（
answer）、無視、転送、又は応答（respond to）してもよい。
【００２１】
　しかしながら、スクリーニング機能が有効であれば、制御は、ブロック４８に移行する
。このブロックは、ブロック４６の既定の通知を迂回し、送信者の識別情報及び電話の呼
び出し、携帯メール、電子メール等の通信タイプを識別する。ブロック４８は、通信を処
理し、公知の方法で送信者の識別情報を抽出してもよい。また、ブロック４８は、例えば
、名前を言う又はキーパッドに打ち込むことにより、送信者に自身を識別させるオプショ
ンも提供できる。送信者が自身を識別させるオプションは、例えば、既知の送信者が未知
の電話番号から通信を送信している場合に有用かもしれない。
【００２２】
　ブロック４８の後に、制御は、ブロック５０に移行する。送信者及び通信タイプに対す
るユーザのプリファレンス又は設定が識別される。ブロック５２で、識別されたユーザ設
定に従って、通信が許可されるか否かの決定が行われる。許可されれば、ブロック５４で
、機器１０は、識別された設定に従って、通信を受信者に通知する。ブロック５４で行わ
れる実際の通知は、ブロック４６により行われる通知と同様又は同一でもよいが、識別さ
れた設定に基づいて異なる方法で通信を処理及び転送してもよい。例えば、ブロック４６
は、可聴音、振動、及び表示を用いて通信をユーザに通知してもよいが、ブロック５４は
、識別された、ユーザがカスタマイズ可能な設定に従って、振動及び表示のみを用いてユ
ーザに通知してもよい。
【００２３】
　通信が許可されなければ、制御は、ブロック５６に移行する。受信者は、通信を通知さ
れない。通信は、識別された設定に従って処理される。例えば、通信が電話の呼び出しで
あれば、呼び出しは、可聴式の、触覚的な、又は視覚的な表示を受信者に提供することな
く、ボイスメールボックスに直接転送されてもよい。通信が携帯メール又は電子メールで
あれば、通信は、再度、可聴式の、触覚的な、又は視覚的な表示を受信者に提供すること
なく、ユーザが後で手動で確認すべく関連付けられる受信箱に記憶されてもよい。代替方
法として、受信者は、許可されない呼び出し、携帯メール、又は電子メールを記憶場所に
転送するが、依然、通信の視覚的な表示を受信者に提供するように、ユーザプリファレン
スを設定してもよい。
【００２４】
　一般に、スクリーニング機能が有効でなければ、ブロック４６の既定の通知が、通信タ
イプ又はユーザにかかわらず、すべての着信通信に適用される。しかしながら、スクリー
ニング機能が有効であれば、ユーザに通知する又はしないことの決定及び発行すべき通知
のタイプは、特定のタイプの通信及び／又は特定のユーザに対してカスタマイズされ得る
。
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【００２５】
　本開示の精神を逸脱することなく、図２のプロセス４０に対して、様々な変更が行われ
得る。例えば、当業者に明らかなように、ブロックは、異なる順序で行われてもよく、プ
ロセスは、追加の又はより少ないブロックを含んでもよい。
【００２６】
　別の例では、プロセス４０のブロックの一つ以上は、機器１０及びサービスプロバイダ
２２の間のやり取りにより実装されてもよい。例えば、ブロック４２で、サービスプロバ
イダ２２は、機器１０に送信されるのを目的とする通信を受信してもよい。ブロック４４
で、サービスプロバイダ２２は、スクリーニング機能が有効であるか否かを決定するため
に、機器１０又はそのユーザからの指示を処理する。一例として、ユーザ又は受信者は、
機器１０でスクリーニング機能を有効にしてもよい。この機器は、機能が有効である旨の
指示をサービスプロバイダ２２に送信する。代替方法として又は組み合わせて、ユーザ又
は受信者は、ウェブサイトにログインし、スクリーニング機能を有効にすることにより、
サービスプロバイダに直接指示を送信してもよい。
【００２７】
　この例では、機能が有効でなければ、制御は、ブロック４６に移行する。サービスプロ
バイダ２２は、通信を機器１０に提供する。この機器は、受信者に通知する。機能が有効
であれば、制御は、ブロック４８に移行する。サービスプロバイダ２２は、送信者及び通
信タイプを識別してもよい。ブロック５０で、サービスプロバイダ２２は、送信者及び通
信タイプに基づいてユーザのプリファレンス又は設定を識別してもよい。その後にブロッ
ク５２で、サービスプロバイダ２２は、ブロック５４で通信を機器１０に提供する又はブ
ロック５６で提供しないことの決定を行うことができる。
【００２８】
　図３は、通信管理のシステム又はアプリケーションの様々な設定及びユーザプリファレ
ンスを変更するための一例によるプロセス７０を示す。図４Ａ～４Ｊは、ユーザが通信管
理アプリケーション内をどのように検索できるかの例を示すスクリーンショットである。
プロセス７０は、ブロック７２から開始する。このブロックは、ユーザが通信管理システ
ムの設定にアクセスするのを可能にする。図４Ａは、システムが「デスクトップ」画面９
２に表示されるアイコン９０により示されるソフトウェアアプリケーションである例を示
す。別の例では、システムは、サービスプロバイダ２２により運用され、アイコン９０に
より示されるウェブサイトである。ユーザは、図４Ｂに示されるようなアプリケーション
のホーム画面９４にアクセスするアイコン９０をクリックしてもよい。図４Ｂのホーム画
面９４は、設定ボタン９６を含む。ユーザは、このボタンを、通信管理システムの設定に
アクセスするために選択できる。さらに、ホーム画面９４は、例えば、ホームページを終
了し、デスクトップ画面９２に戻る終了ボタン９８を含んでもよい。加えて、ホーム画面
９４は、スクリーニング機能が自動的に無効にされる前に有効である残り時間１００を表
示（list）してもよい。ホーム画面９４は、ブロック及び／又は許可された通信の記録履
歴１０２を含んでもよい。
【００２９】
　ユーザが通信管理システムの設定にアクセスした後に、制御は、ユーザが異なる設定を
変更する図３のブロック７４～８４のいずれか一つに移行してもよい。図４Ｃ及び４Ｄは
、ブロック７４～８４がユーザにどのように表示されてもよいかの例を示す。より詳細に
、ブロック７４で、ユーザは、許可された通信が受信されるときにディスプレイが行うこ
とを制御する表示の設定を変更できる。例えば、図４Ｅを参照すると、ユーザは、起動１
１０、暗いまま１１２、画面を暗く１１４等を含む様々なオプションから選択を行っても
よい。
【００３０】
　ブロック７６で、ユーザは、許可された通信が受信されるときに音声が行うことを制御
する音の設定を変更できる。例えば、図４Ｆを参照すると、ユーザは、無音のまま１１６
、振動１１８、通常１２０等を含む様々なオプションから選択を行ってもよい。
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【００３１】
　さらに、ブロック７８で、ユーザは、スクリーニング機能が有効であるときにどの連絡
先が許可されるかを制御する許可される連絡先を変更できる。例えば、ユーザは、図４Ｇ
に示されるように、個々の連絡先毎に許可される連絡先１２２及び許可されない連絡先１
２４を指定してもよい。別の例では、ブロック７８で、ユーザは、グループ毎に許可され
る連絡先を選択してもよい。ユーザは、任意の数の連絡先を用いて、家族のグループ、友
人のグループ、仕事のグループ、顧客のグループ、緊急のグループ等の、カスタマイズ可
能なグループを生成してもよい。
【００３２】
　ブロック８０で、ユーザは、許可された連絡先に対する設定を変更できる。例えば、図
４Ｈを参照すると、カスタマイズ可能な設定は、呼び出し１３０のみ、携帯メール１３２
のみ、電子メール１３４のみ、チャットの要求のみ、又はこれらの及び他の通信の他の組
み合わせ等の、許可された通信の選択を含んでもよい。一実施形態では、ブロック８０で
、許可された通信の特定のタイプの選択は、そのような許可された通信タイプを送信者に
通知するオプションを提供してもよい。例えば、許可された又はされない送信者は、通信
を受信者の機器に送信し、受信者は現在電話の呼び出しに応答していないが、携帯メール
及び電子メールを閲覧できる旨の可聴式の又は視覚的なメッセージを受信してもよい。
【００３３】
　ブロック８２で、ユーザは、スクリーニング機能が自動的に無効にされるまで引き続き
有効である期間を変更できる。代替方法として、当業者により理解されるように、ユーザ
は、スクリーニング機能を手動でオフに又は終了してもよい。例えば、図４Ｉを参照する
と、ユーザは、３０分、４５分１４０、１時間１４２、２時間１４４、常にオン１４６等
の多くの既定のオプションから選択を行うことができる。又は、ユーザは、時間の長さ１
４８を手動で入力できる。オプション１４８は、通信管理システムに直接アクセスしなく
ても、単一又は複数のボタンの有効化がスクリーニング機能を自動的に無効にするように
有効にされ得る簡単な終了オプションを提供してもよい。例えば、簡単な終了オプション
は、機器１０の音量大ボタンを押下することがスクリーニング機能を無効にするように有
効にされ得る。
【００３４】
　一実施形態では、ブロック８２で、通信管理システムは、機器を介して利用可能な電子
カレンダと同期を取られてもよい。例えば、ユーザがスクリーニング機能をこれから２時
間有効であるように設定すれば、機器の電子カレンダは、これから２時間自動的にブロッ
クし、ユーザは手が空いていない又は通信を受信しない旨を示してもよい。別のオプショ
ンは、例えば、これから２時間会議の予定を入れるために、ユーザが電子カレンダを直接
変更するのを可能にする。電子カレンダは、通信管理システムと同期を取り、同じ期間、
スクリーニング機能をオンにする。ブロック８２のさらに別の実施形態では、ユーザは、
既定の及びカスタマイズ可能な期間のカテゴリを選択できる。例えば、ユーザは、午後１
１時から午前７時までの就寝時間のカテゴリを設定できる。この期間は、緊急のグループ
からの呼び出しのみが許可される。他のカテゴリは、例えば、毎週状況会議のカテゴリ、
仕事（working out）のカテゴリ、食事時間のカテゴリ、家族時間（family time）のカテ
ゴリ等を含んでもよい。
【００３５】
　ブロック８４で、ユーザは、許可された連絡先からの電子メールのスクリーニングを有
効にするために、電子メールの設定を変更できる。例えば、図４Ｊを参照すると、ユーザ
は、ユーザ名、パスワード、無線接続データ、例えば、ポート番号、サーバアドレス、セ
キュリティプロトコル等の、受信者の電子メールアカウントの一つ以上についての情報を
入力するために、サーバの設定１５０を編集してもよい。ユーザは、電子メールアカウン
トを有効化／無効化１５２、電子メールを確認する頻度を設定１５４、許可された電子メ
ールが新しく届くときに再生される着信音を設定１５６してもよい。
【００３６】
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　他の実施形態は、ここに説明される実施形態又は例の各々の個々の機能の様々な組み合
わせのすべてを含む。
【００３７】
　本開示では、単語「ａ」又は「ａｎ」は、単数及び複数の両方を含むように解釈される
。反対に、複数の事項への参照は、必要に応じて、単数を含むものとする。
【００３８】
　本開示は、不要な中断を排除し、生産性を向上させるために、ユーザが任意のタイプの
通信をスクリーニング又は選別するのを可能にする通信管理機能を提供する。
【００３９】
　上述の説明を考慮すれば、本開示に対する多くの変更は、当業者に明らかである。した
がって、この説明は、一例にすぎないと解釈されるべきであり、当業者が発明を行う及び
用いる、並びに同じことを行う最良の態様を教示するのを可能にする目的で提示される。
添付の特許請求の範囲の範囲内に入るすべての変更に対する独占権は保有される。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図４Ｃ】 【図４Ｄ】
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【図４Ｅ】 【図４Ｆ】

【図４Ｇ】 【図４Ｈ】



(14) JP 2013-511898 A 2013.4.4

【図４Ｉ】 【図４Ｊ】
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